
Ｑ１．実施設計に関する防衛補助のその後
の経過は？
Ａ１．現在、財務省に概算要求を行ってい
いると伺っている。
Ｑ２．台風被害対応のために莫大な予算措
置が必要な中、防衛補助が叶わなかった場
合でも、建て替えと統合の方針に変わりは
ないか？
Ａ２．第三中学校校舎の建て替えは、生徒
の安全対策の観点から最重要事業であり、
防衛補助の有無にかかわらず実施すべきも
のと認識している。また、統合についても、
館山市としての方針を示したあと、様々な
ご意見を頂き検討を重ねてきたが、これま
で示してきた通り、令和３年４月の統合に

は未確定という状況である。
Ｑ２．館山市が一般財源で補う金額はどれ
くらいになると見積もっているのか？
Ａ２．約130億円の補正予算の財源として、
国県支出金が約77億円、市債が約36億円、
一般財源が約16億円となっている。実質的
な市の負担としては、市債や一般財源に対
しても地方交付税による財政措置があるた
め約10億円と見込んでいるが、国の災害査
定が未実施であり、最終的な予算総額が未
確定であるため、現時点での推定値である。
Ｑ３．災害復旧に莫大な予算がかかるが、第
三中学校校舎の建て替え、ごみ焼却場の大
規模改修、船形バイパス事業などの大規模
事業に影響はないのか？
Ａ３．今回の災害に伴い財政調整基金の保
有額は大きく減少すると予測しているが、
第三中学校校舎の建て替えをはじめ、今後
の大規模事業は市民生活にとって緊急かつ
重要な事業であるため、財政調整基金以外
の基金を活用し、実施していく必要がある
と認識している。 
Ｑ４．現在行っている市民サービスへの影
響はないのか？ 
Ａ４．今回の災害が館山市の行財政運営に
多大な影響を与えるものと認識している
が、災害関連に必要な予算総額や実質的な
市の費用負担額についても不透明な状況で
あり、どの程度市民サービスに影響がある
かについて答えられない状況である。

　被災者に対する市税等を減免する条
例が今回可決されたことによる歳入の
減少に加え、来年度からは、「新給食
センターPFI事業」、「会計年度任用職
員制度への移行」、「幼児教育無償
化」などに伴う歳出の増が発生し、今
回の災害に関して国・県からの財政支

向け準備を進めたいと考えている。
Ｑ３．第三中学校生の第二中学校校舎への
移動時期の前倒しの検討状況は？
Ａ３．これまで開催した説明会で保護者の
皆様から頂いたご意見やアンケート結果、
館山市議会からの要望も踏まえて検討を重
ねた結果、今後の教育環境の整備を見据え
た中で、これまで示してきた通り、第二中
学校への移転統合は令和３年４月とする方
針を固めたところである。 

　三中校舎の耐震不足が判明してから
５年半以上が経過し、ようやく校舎の
建て替え・二中と三中の統合方針が決
まり、昨年の11月末には文書により、
12月10日と13日には保護者説明会が
開催され、決定した方針と方針決定の
経緯について説明がされました。
決定した方針は次の通りです。

・第三中学校生徒は令和３年４月に第
二中学校に移転し、移転と同時に両行
は統合することとする。
・令和２年度における第三中学校の新
入生、在校生ともに、第二中学校への
入学、または、転校を希望する場合、
無条件で可能とする。

　昨年の台風15号等により三中校舎
が被害を受け、議会として校舎の現状
を視察したところ、被害の程度が酷
かったため、早急に二中校舎に移動す
べきと判断し、10月18日に教育委員
会に対して早急に移動することを求め
る要望書を提出しました。また、11
月に実施した保護者アンケートの結果
においても、移動時期を早めてほしい
という意見が回答の過半数を占めてい

ましたが、現２年生の来年度の受験
への影響が懸念されことや、カリ
キュラムや部活動の調整などに多く
の時間が必要であるとのことで、残
念ながら令和３年４月より移転時期
を早めることはできないとのことで
した。
　あと１年以上、現三中校舎を使用す
るのであれば、生徒・保護者が納得で
きる安全対策を講じる必要があります。
また、前回の耐震判定から５年半以上
が経過しており、再度、耐震診断を行
うべきだと思います。
　ようやく市の方針が決定し、生徒や
職員の安全が確保される見通しになり
ましたが、台風被害への対応で予算と
マンパワーが厳しい状況です。必要な
安全対策に加え、これ以上スケジュー
ルが先送りされないこと、保護者や児
童生徒への必要な情報の提供、二中
への転校・新入学希望者への柔軟な
対応を引き続き要望して参ります。

市民の声を届けます

台風被害対応の予算執行と
行財政改革等について
Ｑ１．最終的な台風被害対応予算はどれく
らいになると見積もっているか？
Ａ１．これまで約130億円の補正予算を計
上しているが、道路や公共施設などの災害
復旧費に関して、事業者からの見積りや市
の積算が出来ていない部分があり、また、被
災者支援などの災害関連費に関しても、ご
み処理費や被災住家の応急修理費、農業者
支援に関する費用など、今後の見通しが不
透明な部分があるため、最終的な予算総額
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援があるとはいえ、今後極めて厳しい
財政運営を強いられることは確実です。
　また、市民サービスへの影響につい
ては、「不透明な部分が多く、今後ど
の程度市民サービスへの影響があるか
については答えられない」とのことで
したが、影響が出て来ると部分として
は、子供医療費の助成範囲の拡大のよ
うに、国や県からの補助に市独自で上
乗せしている事業、介護関係の市独自
の事業など、福祉分野の多くの事業が
該当することが想定されます。

　市税等の歳入の減少、新たな歳出の
増加により極めて厳しい財政状況とな
りますが、特に子育て世代や高齢者に
対するサービスの低下を避け市民が少
しでも安心して生活できるような市政
運営に努めていかなくてはなりません。
　この難局を乗り切るためには、議員
だけではなく、市民に対してもしっか
りと厳しい現実をお知らせし、執行部
と議会、そして市民が知恵を絞り合い、
協力していくことが非常に重要ではな
いでしょうか。
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